
除害施設の新設・変更の流れ（透析医療機関向け）

除害施設の届出
（１） 除害施設の新設等及び使用の方法の変更届出書（透析医療機関用）
（２） 公共下水道使用開始（変更）届
水質管理責任者の届出
（３） 水質管理責任者選任等届出書・・・当局が行う講習の修了証（甲）の写し等を添付

下水道局による完了調査、水質測定

東京都下水道局

除害施設の設置・変更の検討

下水道局へ届出 原則除害施設設置工事着手の60日前まで

除害施設設置工事 着工

設置工事の前に、「除害施設の新設・変更届」と「公共下水道使用開始（変更）届」
を提出してください。審査が終了するまでは設置・変更工事に着手できません。

基準○ 基準×

適切な排水管理（日常点検の実施）
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出
済
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場
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下水道局から「実施制限期間短縮通知」送付

審査が60日より前に終了した場合に送付され、設置・変更工事が可能になります。

下水道局へ「工事等完了届出書」を提出 工事完了後５日以内

除害施設設置後の自主測定結果を添付してください。
自主分析結果は、設置メーカーが測定したものでも可

原因調査、改善

下水道局から「排水の水質調査結果通知」送付

下水道局による排水管理状況調査、水質測定、調査結果通知

除害施設設置後の排水管理状況を確認するため、下水道局が随時訪問調査を実施します。
水質測定結果が下水排除基準を超過していた場合は、行政指導の対象となります。

下水排除基準を満たすための中和処理施設は、原則として除害施設です。
また、水質管理責任者の資格を取得し、速やかに選任届を提出してください。

届出書どおり除害施設が設置されているか、設置後の水質は適正かを確認
するため、調査に伺います。ご協力をお願いします。

・設置メーカーと相談の上、基準を超過した原因を調査し対策を
行ってください。
・改善後、自主分析結果が基準内であることを確認し、報告してく
ださい。

（R3.6）


